
○
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十
二
号

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
五
十
条

の
規
定
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
を
実
施
す
る
た

め
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
機
関
に
関
す
る
指
針
及
び
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

末
松

信
介

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
機
関
に
関
す
る
指
針
及
び
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示

（
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
機
関
に
関
す
る
指
針
の
一
部
改
正
）

第
一
条

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
機
関
に
関
す
る
指
針
（
平
成
三
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動

し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
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る
。 

 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
体
細
胞
の
提
供
者
の
個
人
情

報
の
保
護
） 

第
十
四
条 

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
用
い
て
樹
立
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分

配
に
携
わ
る
者
は
、
体
細
胞
の
提
供
者
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
令
等
を
遵
守
す
る
ほ
か
、
当
該
情
報
の
保

護
に
最
大
限
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
五
条 

［
略
］ 

第
十
六
条 

［
略
］ 

第
十
七
条 

［
略
］ 

  

［
条
を
加
え
る
。
］ 

   

第
十
四
条 

［
同
上
］ 

第
十
五
条 

［
同
上
］ 

第
十
六
条 

［
同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 

（
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
指
針
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
指
針
（
平
成
三
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線

を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
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規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

目
次 

 

第
一
章 

［
略
］ 

第
二
章 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用 

第
一
節 

［
略
］ 

第
二
節 

使
用
の
体
制
（
第
七
条―

第
十
条
） 

第
三
節 

使
用
の
手
続
（
第
十
一
条―

第
十
七
条
） 

 

第
三
章 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
（
第
十
八
条
・
第
十
九
条
） 

第
四
章 

雑
則
（
第
二
十
条
・
第
二
十
一
条
） 

附
則 

第
一
章 

［
略
］ 

第
二
章 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用 

第
一
節 

使
用
の
要
件 

第
四
条
・
第
五
条 

［
略
］ 

（
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
体
細
胞
の
提
供
者
の
個
人
情

報
の
保
護
） 

第
六
条 

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
用
い
て
樹
立
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用

又
は
分
配
（
当
該
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作
成
し
た
分
化
細
胞
の
譲
渡
を

含
む
。
）
に
携
わ
る
者
は
、
体
細
胞
の
提
供
者
に
関
す
る
情
報
に
つ
い

て
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
令
等
を
遵
守
す
る
ほ
か
、
当
該
情

報
の
保
護
に
最
大
限
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
節 

使
用
の
体
制 

第
七
条 

［
略
］ 

第
八
条 

［
略
］ 

目
次 

 

第
一
章 

［
同
上
］ 

第
二
章 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用 

第
一
節 

［
同
上
］ 

第
二
節 

使
用
の
体
制
（
第
七
条―

第
九
条
） 

第
三
節 

使
用
の
手
続
（
第
十
条―

第
十
六
条
） 

 

第
三
章 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
（
第
十
七
条
） 

第
四
章 

雑
則
（
第
十
八
条
・
第
十
九
条
） 

附
則 

第
一
章 

［
同
上
］ 

第
二
章 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用 

第
一
節 

使
用
の
要
件 

第
四
条
・
第
五
条 

［
同
上
］ 

  

［
条
を
加
え
る
。
］ 

    

第
二
節 

使
用
の
体
制 

第
六
条 
［
同
上
］ 

第
七
条 
［
同
上
］ 
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第
九
条 

［
略
］ 

第
十
条 

［
略
］ 

第
三
節 

使
用
の
手
続 

第
十
一
条 

［
略
］ 

第
十
二
条 

［
略
］ 

第
十
三
条 

［
略
］ 

（
使
用
計
画
の
変
更
） 

第
十
四
条 
使
用
責
任
者
は
、
第
十
一
条
第
二
項
各
号
（
第
二
号
を
除

く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
当
該
変
更
に
つ
い
て
使
用
機
関
の
長
の
了
承
を
求
め
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
使
用
計
画
の
実
質
的
な
内
容
に
係
ら
な
い
変
更
に
つ
い

て
は
、
使
用
機
関
の
長
に
報
告
す
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。 

２
・
３ 

［
略
］ 

（
使
用
計
画
の
実
質
的
な
内
容
に
係
ら
な
い
変
更
） 

第
十
五
条 

使
用
機
関
の
長
は
、
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事

項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
文
部
科
学
大
臣

に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

［
略
］ 

第
十
六
条 

［
略
］ 

第
十
七
条 

［
略
］ 

第
三
章 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配 

第
十
八
条 

［
略
］ 

第
十
九
条 

［
略
］ 

第
四
章 

雑
則 

第
二
十
条 

［
略
］ 

第
二
十
一
条 

［
略
］ 

附 

則 

第
一
条
・
第
二
条 

［
略
］ 

第
三
条 

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
旧
指
針
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣

に
届
け
出
た
使
用
計
画
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
届
け
出
た
も
の
と
み
な
す
。 

第
四
条 

［
略
］ 

第
八
条 

［
同
上
］ 

第
九
条 

［
同
上
］ 

第
三
節 

使
用
の
手
続 

第
十
条 

［
同
上
］ 

第
十
一
条 

［
同
上
］ 

第
十
二
条 

［
同
上
］ 

（
使
用
計
画
の
変
更
） 

第
十
三
条 

使
用
責
任
者
は
、
第
十
条
第
二
項
各
号
（
第
二
号
を
除

く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
当
該
変
更
に
つ
い
て
使
用
機
関
の
長
の
了
承
を
求
め
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
使
用
計
画
の
実
質
的
な
内
容
に
係
ら
な
い
変
更
に
つ
い

て
は
、
使
用
機
関
の
長
に
報
告
す
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。 

２
・
３ 

［
同
上
］ 

（
使
用
計
画
の
実
質
的
な
内
容
に
係
ら
な
い
変
更
） 

第
十
四
条 

使
用
機
関
の
長
は
、
第
十
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
文
部
科
学
大
臣
に

届
け
出
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

［
同
上
］ 

第
十
五
条 

［
同
上
］ 

第
十
六
条 

［
同
上
］ 

第
三
章 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配 

第
十
七
条 

［
同
上
］ 

第
十
八
条 

［
同
上
］ 

第
四
章 

雑
則 

第
十
九
条 

［
同
上
］ 

第
二
十
条 

［
同
上
］ 

附 

則 
第
一
条
・
第
二
条 

［
同
上
］ 

第
三
条 

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
旧
指
針
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣

に
届
け
出
た
使
用
計
画
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
届
け
出
た
も
の
と
み
な
す
。 

第
四
条 

［
同
上
］ 
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備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


